
航路関係 

 

 

 

 

 

【 議 題 】 

  

離島航路確保維持計画について 

～令和８年度分～  



 

 



 

 

様式第２－２１ 
 

 

 
令和７年 月 日  

 
 
  国土交通大臣 様 
 
 

愛媛県地域交通活性化推進会議       
 
 

離島航路確保維持計画認定申請書 
 
 
  離島航路確保維持計画を別紙のとおり定めたので、関係書類を添えて申請します。 
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１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性（自由記述） 
   離島航路は、本土と離島、離島と離島を結ぶ唯一の交通手段であり、離島で暮らす住民にと

っては、通勤、通学、通院をはじめ郵便や信書便、生活必需品などを輸送する生活手段として、

本土における国道や主要地方道と同様、島民の生活や産業を支えるために不可欠なものである。 

   多くの離島を抱える本県においては、唯一の交通手段である離島航路の維持、確保は重要な

課題であり、公共交通を担う行政の責務として、市町や離島航路事業者とも協力を行い、離島

航路の存続に努めている。 

   しかしながら、離島航路事業者においては、過疎化や高齢化の進行により利用者が減少傾向

にあるなか、生活航路であることから、船舶の修繕や燃料価格の高騰などの運航コストを運賃

に転嫁することが難しく、抜本的な経営改善を行うことは困難な状況にあり、その維持には公

的支援が必要である。 

 

２．地域公共交通確保維持事業に係る定量的な目標・効果（自由記述） 

   国の離島航路補助の対象となる１１航路を合計して、令和８年度は次の輸送量を目標とする。 

 ・運航回数           ２５，０００（回／年） 

 ・旅客輸送          ６２２，０００（人／年） 

 ・自動車輸送       ８１，０００（台／年） 

 ・貨物輸送        １０，０００（ﾄﾝ／年） 

 ・手荷物個数       ３１，０００（個／年） 

 ・小荷物個数       ７６，０００（個／年） 

   このことにより、対象航路が就航する離島の安定した生活交通を確保でき、離島住民の生活

の安定を図ることができる。 

 

３．地域公共交通確保維持事業により運航を確保・維持する航路の概要及び運航予定者 

   ・運航予定者：①上島町       （魚島～弓削～土生 航路） 

          ②シーセブン有限会社 （尾浦～宮窪 航路） 

          ③津島渡船有限会社  （津島～今治 航路） 

          ④有限会社くるしま  （馬島～波止浜 航路） 

          ⑤今治市       （岡村～今治 航路） 

          ⑥新居浜市      （大島～黒島 航路) 

          ⑦有限会社新喜峰   （安居島～北条 航路） 

          ⑧中島汽船株式会社  （三津浜～中島 航路） 

          ⑨青島海運有限会社  （青島～長浜 航路） 

          ⑩田中輸送有限会社  （大島～八幡浜 航路） 

          ⑪盛運汽船株式会社  （日振～宇和島 航路） 

   ・航路の概要：運航計画書  （様式２－２）、航路整備計画（様式２－３） 

 

４．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者 

   ・令和８年度 収入見込 額：  １，０２２，８９７，３０６円 

          費用見込 額：  ２，２５４，０５７，７４５円 

          収支差見込額： △１，２３１，１６０，４３９円 

    詳細：航路損益見込計算書(様式２－４)抜粋 
   ・負担者：国、愛媛県、今治市、新居浜市、松山市、大洲市、八幡浜市、宇和島市、上島町 

 

５．地域公共交通確保維持事業の改善等に関する事項 

   ・離島航路３ヵ年計画（様式２－５） 

 

６．離島航路構造改革事業に係る目的・必要性（自由記述） 
   地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第４０条第２項第４号に規定する効率 

化船舶への代替建造の実施予定者 
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【上島町（魚島～弓削～土生 航路）】 

     同航路は、島民の唯一の交通手段、生活必需品などを輸送する生活手段として不可欠で

あるが、島内人口が少数であることや燃料価格の高騰が影響し、その経営状況は厳しいも

のとなっている。 
     そこで、将来にわたって航路を維持するため、令和４年２月から「魚島航路改善計画」

を策定し、令和８年度以降での新造船の建造を検討している。 
 

７．離島航路構造改革事業に係る定量的な目標・効果（自由記述） 
【上島町（魚島～弓削～土生 航路）】 

    ・運航回数 １，４６０（回／年） 

 

８．離島航路構造改革事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（自由記述） 

【上島町（魚島～弓削～土生 航路）】 

    ・計画策定中 

 

９．協議会の開催状況と主な議論（自由記述） 

   ・令和７年６月１２日    愛媛県地域交通活性化東予地区協議会 
               ※地区協議会における審議結果を記載 

・令和７年６月１０日   愛媛県地域交通活性化中予地区協議会 
               ※地区協議会における審議結果を記載 

・令和７年６月１６日   愛媛県地域交通活性化南予地区協議会 
                              ※地区協議会における審議結果を記載 

 

１０．利用者等の意見の反映状況（自由記述） 
   ※各地区協議会における意見等を記載 

 

１１．協議会メンバーの構成 
   別紙のとおり 

    愛媛県地域交通活性化推進会議委員名簿 
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愛媛県内離島航路事業者　航路損益（見込）計算書　抜粋 （単位：円）

航路名 事業者名 航路損益項目

４年度
航路損益
（R3.10

　～R4.9）

５年度
航路損益
（R4.10

　～R5.9）

６年度
航路損益
（R5.10

　～R6.9）

３か年平均

令和８年度
航路損益
（R7.10

　～R8.9）

備考
（経費増

　の要因等）

収益　計 1,029,724,424 1,137,493,823 1,041,696,942 1,069,638,396 1,022,897,306

費用　計 2,186,402,727 2,253,948,522 2,410,831,432 2,283,727,560 2,254,057,745

差引当期純利益（純損失） △ 1,156,678,303 △ 1,116,454,699 △ 1,369,134,490 △ 1,214,089,164 △ 1,231,160,439

国庫補助金 484,922,336 493,197,098 583,493,807 520,537,747 本申請により認定

県補助金 335,872,000 311,623,000 － － －

市町等負担 335,883,967 311,634,601 － － －

収益　計 121,808,041 127,756,344 127,086,817 125,550,400 119,638,676

費用　計 678,977,540 659,054,755 734,865,790 690,966,028 619,701,840

差引当期純利益（純損失） △ 557,169,499 △ 531,298,411 △ 607,778,973 △ 565,415,628 △ 500,063,164

国庫補助金 237,969,877 231,986,866 246,261,924 238,739,557 本申請により認定

県補助金 159,597,000 149,652,000 － － －

市町等負担 159,602,622 149,659,545 － － －

収益　計 759,119,344 788,244,148 774,506,388 773,956,626 773,862,887

費用　計 1,005,275,332 1,042,899,560 1,070,391,216 1,039,522,036 1,023,762,097

差引当期純利益（純損失） △ 246,155,988 △ 254,655,412 △ 295,884,828 △ 265,565,410 △ 249,899,210

国庫補助金 60,394,791 89,687,217 105,347,096 85,143,035 本申請により認定

県補助金 92,879,000 82,483,000 － － －

市町等負担 92,882,197 82,485,195 － － －

収益　計 148,797,039 221,493,331 140,103,737 170,131,369 129,395,743

費用　計 502,149,855 551,994,207 605,574,426 553,239,496 610,593,808

差引当期純利益（純損失） △ 353,352,816 △ 330,500,876 △ 465,470,689 △ 383,108,127 △ 481,198,065

国庫補助金 186,557,668 171,523,015 231,884,787 196,655,157 本申請により認定

県補助金 83,396,000 79,488,000 － － －

市町等負担 83,399,148 79,489,861 － － －

収益　計 24,892,671 24,721,884 24,064,070 24,559,542 19,357,762

費用　計 134,174,081 131,597,544 179,153,710 148,308,445 110,112,112

差引当期純利益（純損失） △ 109,281,410 △ 106,875,660 △ 155,089,640 △ 123,748,903 △ 90,754,350

国庫補助金 40,532,780 40,968,424 66,886,682 49,462,629 本申請により認定

県補助金 34,374,000 32,953,000 － － －

市町等負担 34,374,630 32,954,236 － － －

収益　計 6,322,326 6,254,706 7,058,498 6,545,177 6,113,421

費用　計 50,757,349 50,856,495 66,917,199 56,177,014 52,219,174

差引当期純利益（純損失） △ 44,435,023 △ 44,601,789 △ 59,858,701 △ 49,631,837 △ 46,105,753

国庫補助金 18,004,524 18,774,192 24,432,002 20,403,573 本申請により認定

県補助金 13,215,000 12,913,000 － － －

市町等負担 13,215,499 12,914,597 － － －

収益　計 647,875 583,788 533,256 588,306 556,645

費用　計 14,526,535 14,484,656 13,753,761 14,254,984 14,233,542

差引当期純利益（純損失） △ 13,878,660 △ 13,900,868 △ 13,220,505 △ 13,666,678 △ 13,676,897

国庫補助金 6,478,963 6,453,446 5,483,204 6,138,538 本申請により認定

県補助金 3,699,000 3,723,000 － － －

市町等負担 3,700,697 3,724,422 － － －

収益　計 5,538,230 5,652,148 5,254,219 5,481,532 5,489,805

費用　計 62,762,347 68,135,916 48,602,495 59,833,586 34,504,763

差引当期純利益（純損失） △ 57,224,117 △ 62,483,768 △ 43,348,276 △ 54,352,054 △ 29,014,958

国庫補助金 25,509,857 26,521,729 19,297,828 23,776,471 本申請により認定

県補助金 15,857,000 17,981,000 － － －

市町等負担 15,857,260 17,981,039 － － －

収益　計 69,141,318 75,275,988 76,326,403 73,581,236 73,303,743

費用　計 224,791,287 220,577,262 233,857,344 226,408,631 233,972,045

差引当期純利益（純損失） △ 155,649,969 △ 145,301,274 △ 157,530,941 △ 152,827,395 △ 160,668,302

国庫補助金 70,525,353 70,755,374 69,543,579 70,274,769 本申請により認定

県補助金 42,562,000 37,272,000 － － －

市町等負担 42,562,616 37,273,900 － － －

津島渡船㈲

南予管内 南予管内

中予管内 中予管内

東予管内 東予管内

馬島～波止浜 ㈲くるしま

岡村～今治 今治市

魚島～弓削
～土生

上島町

尾浦～宮窪 シーセブン㈲

津島～今治

県全体 県全体

船舶の減価
償却の終了
による費用減
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愛媛県内離島航路事業者　航路損益（見込）計算書　抜粋 （単位：円）

航路名 事業者名 航路損益項目

４年度
航路損益
（R3.10

　～R4.9）

５年度
航路損益
（R4.10

　～R5.9）

６年度
航路損益
（R5.10

　～R6.9）

３か年平均

令和８年度
航路損益
（R7.10

　～R8.9）

備考
（経費増

　の要因等）

収益　計 15,265,621 15,267,830 13,850,371 14,794,607 14,817,300

費用　計 191,965,941 173,402,882 192,581,281 185,983,368 174,660,204

差引当期純利益（純損失） △ 176,700,320 △ 158,135,052 △ 178,730,910 △ 171,188,761 △ 159,842,904

国庫補助金 76,918,400 68,513,701 60,618,629 68,683,577 本申請により認定

県補助金 49,890,000 44,810,000 － － －

市町等負担 49,891,920 44,811,351 － － －

収益　計 2,516,645 2,410,188 3,312,809 2,746,547 3,417,230

費用　計 75,146,870 76,576,243 75,472,968 75,732,027 45,422,235

差引当期純利益（純損失） △ 72,630,225 △ 74,166,055 △ 72,160,159 △ 72,985,480 △ 42,005,005

国庫補助金 26,848,276 29,457,283 24,152,085 26,819,215 本申請により認定

県補助金 22,890,000 22,354,000 － － －

市町等負担 22,891,949 22,354,772 － － －

収益　計 756,602,699 785,833,960 771,193,579 771,210,079 770,445,657

費用　計 930,128,462 966,323,317 994,918,248 963,790,009 978,339,862

差引当期純利益（純損失） △ 173,525,763 △ 180,489,357 △ 223,724,669 △ 192,579,930 △ 207,894,205

国庫補助金 33,546,515 60,229,934 81,195,011 58,323,820 本申請により認定

県補助金 69,989,000 60,129,000 － － －

市町等負担 69,990,248 60,130,423 － － －

収益　計 5,989,835 7,172,789 6,984,272 6,715,632 7,088,809

費用　計 32,807,628 35,371,104 50,457,118 39,545,283 38,941,665

差引当期純利益（純損失） △ 26,817,793 △ 28,198,315 △ 43,472,846 △ 32,829,651 △ 31,852,856

国庫補助金 12,740,845 14,199,944 28,703,370 18,548,053 本申請により認定

県補助金 7,038,000 6,999,000 － － －

市町等負担 7,038,948 6,999,371 － － －

収益　計 16,060,711 47,920,494 18,976,802 27,652,669 17,890,206

費用　計 81,030,262 107,902,064 105,772,988 98,235,105 109,174,287

差引当期純利益（純損失） △ 64,969,551 △ 59,981,570 △ 86,796,186 △ 70,582,436 △ 91,284,081

国庫補助金 22,382,786 22,707,378 29,983,488 25,024,551 本申請により認定

県補助金 21,293,000 18,637,000 － － －

市町等負担 21,293,765 18,637,192 － － －

収益　計 126,746,493 166,400,048 114,142,663 135,763,068 104,416,728

費用　計 388,311,965 408,721,039 449,344,320 415,459,108 462,477,856

差引当期純利益（純損失） △ 261,565,472 △ 242,320,991 △ 335,201,657 △ 279,696,040 △ 358,061,128

国庫補助金 151,434,037 134,615,693 173,197,929 153,082,553 本申請により認定

県補助金 55,065,000 53,852,000 － － －

市町等負担 55,066,435 53,853,298 － － －

※市町等負担は事業者の自己負担分（経営改善目標額等）も含む

盛運汽船㈱日振～宇和島

青島～長浜

大島～黒島 新居浜市

船舶の減価
償却の終了
による費用減

一時的な雑
収入を除いた
ことによる収
入減

大島～八幡浜 田中輸送㈲

安居島～北条 ㈲新喜峰

三津浜～中島 中島汽船㈱

青島海運㈲
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様式第２－４

航　路　名
（円）

４年度航路損益
（令和３年10月～
　令和４年９月）

５年度航路損益
（令和４年10月～
　令和５年９月）

６年度航路損益
（令和５年10月～
　令和６年９月）

３カ年平均
航路損益見込み
（令和７年10月～
　令和８年９月）

備考(増減理由）

１．収　　　益

　　Ａ　運　航　収　益

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

　　Ｂ　営　業　収　益

1.

2.

２．費　　　用

　　Ａ　運　航　費　用

1.

(1) 旅 客 歩 金

(2) 傷 害 保 険 料

(3) 雑 費

2.

3.

4.

5.

(1) 貨 物 積 卸 費

(2) 貨 物 歩 金

(3) 貨 物 弁 金

(4) 雑 費

6.

7.

8.

9.

(1) 税 金 及 び 手 数 料

(2) 水先及び係留料等

(3) 代 理 店 手 数 料

10.

11.

(1) 船 員 費

(2) 船 舶 備 品 費

(3) 船 舶 消 耗 品 費

(4) 船 舶 修 繕 費

(5) 雑 費

　　Ｂ　営　業　費　用

1.

(1) 船 舶

(2) 航 路 附 属 施 設

2.

(1) 船 舶

(2) 航 路 附 属 施 設

(3) 消 費 税

3.

(1) 船 舶

(2) 航 路 附 属 施 設

4.

(1) 航 路 開 設 費

(2) 船 舶

(3) 航 路 附 属 施 設

5.

(1) 船 舶

(2) 航 路 附 属 施 設

6.

7.

３．差引当期純利益（純損失）

航路損益（見込）計算書

小 荷 物 運 賃

自 動 車 航 送 運 賃

事業者名

旅 客 運 賃

手 荷 物 運 賃

貨 物 運 賃

賃 借 （ 用 船 ） 料

航 路 附 属 施 設 費

郵 便 ･ 信 書 便 航 送 料

旅 客 費

航 路 附 属 施 設 収 入

雑 収 入

雑 収 入

収　　　益　　　計

自 動 車 航 送 取 扱 費

船 費

貨 物 費

郵 便 ・ 信 書 便 取 扱 費

利 子

手 荷 物 取 扱 費

小 荷 物 取 扱 費

養 缶 水 費

○｢４、５、６年度航路損益」の数値は、国監査後の数値を記載すること。

税 金

保 険 料

燃 料 潤 滑 油 費

　（市区町村補助金）

雑 費

港 費

減 価 償 却 費

　（都道府県補助金）

　（国庫補助金）

費　　　用　　　計

店 費

○単位が円であることに留意すること。

○｢３ヵ年平均」の数値は、４～６年度航路損益の平均数値を四捨五入して記載すること。

（参　考）
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様式第２－２  
 

運 航 計 画 書 

 

令和７年  月  日  

 

 

航 路 名  魚島～弓削～土生航路     事業者名  上 島 町     

 
１．航路の起点、寄港地、終点及びこれらの距離  

  起 点  寄   港   地  終 点  合 計  

港 名  魚島
ウオシマ

 高井
タ カ イ

神
カミ

 豊島
トヨシマ

 弓削
ユ ゲ

 土生
ハ ブ

  

各港間距離 
(km) ４．８ ５．５ ７．５ ３．３ ２１．１ 

所 要 時 間 １５ １７ ２０ １０ 
１便及び３便 
（５５分） 
６２分 

（注） 港名にはフリガナをつけること。  

 

２．航  路  図  

   別紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．当該航路の起点、寄港地及び終点に寄港する他の航路（他社の航路を含む。） 

があれば、その航路を図示し、運航事業者名及び航路名を明記すること。  

２．当該航路の起点、寄港地及び終点と連絡する他の交通手段があれば、それを図 

示し、その距離及び需要状況を附記すること。  

7



３．使用船舶（予備船を含む。）の明細  
 
 

船 名  船舶の  
種 類  

船  
質  

進水  
年月  

船 舶  
所有者  

総ﾄﾝ

数  
貨物積  
載容積  

自動車航 
送に係る 
自動車積

載面積 

旅客定員  
（等級別  
に記載す

ること。) 

主機の  
種 類  

連続最  
大出力  

航海  
速力  

ニュー 
うおしま2 旅客船 軽合金 H16.6 上島町 52t １t  ２等 

82名 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 1000ps 17ﾉｯﾄ 

（注）予備船の船名は、かっこ書きすること。  

 

４．運航回数及び発着時刻表  

 (１)使用船舶別の運航回数 

 

 船 名  運 航 系 統 航 路 距 離 運航期間 運航回数 

ニュー 
うおしま2 

(起点)       寄港地         (終点) 
魚島・高井神・豊島・弓削・土生 

4.8㎞         7.5㎞ 
魚島・高井神・豊島・弓削・土生 

5.5㎞       3.3㎞ 

R7.10.1～ 
R8.9.30 730回 

ニュー 
うおしま2 

(起点)      寄港地       (終点) 
魚島・高井神・弓削・土生 

4.8㎞      11.2㎞ 
魚島・高井神・弓削・土生 

      3.3㎞ 

R7.10.1～ 
R8.9.30 730回 

(注）１．予備船の船名は、かっこ書きとすること。  
２．運航系統の欄には、直行便、抜港便又は折返し便ごとに、それぞれの起点、 

寄港地、終点、折返し地点を記載すること。  
３．航路距離の欄には、各運航系統ごとの距離を記載すること。  

 

 (２)発着時刻表 

 
 魚島発 → 土生着 土生発 → 魚島着 

魚 島 高井神 豊 島 弓 削 土 生 土 生 弓 削 豊 島 高井神 魚 島 

１便 7:00 7:15 ― 7:42 7:52 8:00 8:10 8:30 8:47 9:02 

２便 9:15 9:30 9:47 10:07 
10:12 10:22 11:00 11:10 

11:27 ― 11:57 12:12 

３便 13:00 13:15 ― 13:45 
13:55 14:05 15:35 15:45 

15:52 16:12 16:29 16:44 

４便 17:25 17:40 17:57 18:15 18:25 19:30 19:40 
19:45 ― 20:15 20:30 

(令和4年4月) 
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魚島～弓削～土生航路図

弓削島

佐 島

生名島

因 島

土生

下弓削

豊 島

高井神島

魚 島

3.3km

7.5km

11.2km 5.5km

4.8km
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様式第２－３  
 

航 路 整 備 計 画 書 

 

  令和７年 月 日  

 

 

航 路 名 魚島～弓削～土生航路       事業者名 上島町          

    
 
  

 
 
 

経  
 
営  

 
主  

 
体  

 
の  

 
整  

 
備  

 当該航路に平行又は近  
接する航路において旅客  
定期航路事業を営む者が  
ある場合には、当該旅客  
定期航路事業者との合併  
又は当該旅客定期航路事  
業の譲り受け等事業の集  
約を行うことの要否並び  
にその実施の方法及び予  
定期日  

 
 
 
 
 

該当なし 

 当該航路に平行又は近  
接する航路において旅客  
定期航路事業を営む者が  
ある場合には、当該旅客  
定期航路事業者とする海  
上運送法（昭和24年法律  
第１８７号）第28条の協  
定等その他の調整の要否  
並びにその実施の方法及  
び予定期日  

 
 
 
 
 

該当なし 

運
航
の
基
本
的
条
件
の
整
備 

年    度 R8年度  R9年度  R10年度  

航
路 

起 点 魚島 魚島 魚島 
主 要 な 寄 港 地 高井神・豊島・弓削 高井神・豊島・弓削 高井神・豊島・弓削 

終 点 土生 土生 土生 

使
用
船
舶 

隻 数 １ １ １ 
総 ト ン 数 ５２ ５２ ５２ 

新たに取得する必要がある場合に

おいて要する資金の調達方法    
運 航 回 数 の 最 小 限 １日４回 １日４回 １日４回 
1Km当りの旅客運賃の最高限 ４３円７５銭 ４３円７５銭 ４３円７５銭 

 
（注）離島航路運営費補助を受けようとする年度以降の３年分を記載すること。  
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様式第２－５        
 

事業者名  上島町  
航 路 名  魚島～弓削～土生航路 

 
 

離島航路３カ年計画 
(令和８年度～令和１０年度) 

 
 
 
１．国庫補助航路の経営改善に関する基本方針 
 

乗客への対応および運航上の安全面に重点を置き、経費に関しては必要最低限に抑える。 
 
 
２．航路整備計画及び運航計画の改善に関する事項 
    （航路の再編、経営主体のあり方、使用船舶の代替、運航便数・ダイヤの変更等） 
     項 目          内    容 

 
 

・航路の再編、経営主体、運航便数、ダイヤについては、変更予定な
し。 
・使用船舶の老朽化に伴い、令和３年度に魚島航路改善計画を策定し
ており、令和８年度以降での新造船の建造を検討している。 

３．収入の増加・確保に関する事項(輸送量の拡大・確保、運賃改定等) 
     項 目          内    容 

輸送量の拡大確保 
 
 
 
 
運賃の改定 
 
 
 
 
船員の確保 

・観光客の増加を図るため、イベント・宿泊施設・観光施設等の充実
強化を行い、町ホームページで観光ＰＲや交通アクセス等の情報を発
信し、乗客の増加を目指す。また、平成２８年４月１日から弓削・土
生間の輸送を開始した。 
 
・平成２６年４月及び令和元年１０月１日に消費税増税に伴い消費税
転嫁分の運賃値上げを実施した。しかしながら、高齢者が多く、通院
や買い物の際に経済的負担が多くなるため、実質的な値上げは困難な
状況となっている。 
 
・船員不足により、船員の確保が困難なため、船員の育成（資格取得）
に取り組んでいる。（R2～R3年度に実施） 

４．経費の節減に関する事項(船員費、燃料潤滑油費、船舶修繕費等の節減) 
     項 目          内        容 

船員費 
 
 
 
燃料潤滑油費 
 
船舶修繕費 
 

・荷物や郵便物の運搬、切符の船内販売を行っており、３名乗船の２
勤２休のローテーションの船員数６名で運航しているため、人員の削
減等は困難であり、変更予定はなし。 
 
・定期的なメンテナンスを行い燃費の向上を図る。 
 
・入渠の際や通常時においても、点検・修繕をすべて造船所（業者）
に任せるのではなく、船員で実施できるものは、船員で対応する。 
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５．関係機関等との連携に関する事項 
 （港湾施設等のインフラ整備、離島活性化方策との連携等） 
     項 目           内        容 

インフラ整備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
離島活性化方策 

・弓削港においては、冬季の西からの強い季節風により、船体が激し
く揺れ、桟橋の係船が難しく危険な状態であったが、愛媛県の協力を
得て、平成１８年度に防波堤を建設し不安要素の解消をおこなった。
また、魚島に１階が港務所、２階が地域の交流の場を持てる施設が平
成２７年３月に建設が完了し、利用者の利便向上及び利用者の増加に
努めている。 
 平成３０年９月の台風被害により、豊島港の浮き防波堤のチェーン
が破損していたが、令和元年１１月に改修工事を完了し、利用客の安
全を確保した。 
 
・上島町外の人材を誘致し住民の生活支援や観光等の地域協力活動
を行う島おこし協力隊を配属し、地域の活性化及び維持強化を図り、
閉店していた商店が営業を再開したが、平成２８年６月に閉店したた
め、補助金を交付し漁協の協力により商店が再開した。 

また、平成２５年度に新たな離島振興計画の作成し、離島の活性化
に努めている。 

６．今後引き続き検討すべき事項 
     項 目                  内        容 

費用の節減 
島の活性化方策 ・運航費用の節減や離島活性化方策により、欠損額の減少に努める。 
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様式第２－２  
 

運 航 計 画 書 

 

令和 ７年  月  日  

 

 

航 路 名  尾浦 ～ 宮窪      事業者名 シーセブン有限会社     

 
１．航路の起点、寄港地、終点及びこれらの距離  

  起 点  寄   港   地  終 点  合 計  

港 名  
オウラコウ 
尾浦港 

ウシマコウ 
鵜島港 

      ミヤクボコウ 
宮窪港 

 

各港間距離 

(km) ２．５ １．５       ４．０ｋｍ 

所 要 時 間 １０分 ５分       １５分 

（注） 港名にはフリガナをつけること。  

 

２．航  路  図  

 

  

 

    

 

     

 

 

 

                                        

 

   （注）１．当該航路の起点、寄港地及び終点に寄港する他の航路（他社の航路を含む。） 

があれば、その航路を図示し、運航事業者名及び航路名を明記すること。  

２．当該航路の起点、寄港地及び終点と連絡する他の交通手段があれば、それを図 

示し、その距離及び需要状況を附記すること。  
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３．使用船舶（予備船を含む。）の明細  

 

（注）予備船の船名は、かっこ書きすること。  

 

４．運航回数及び発着時刻表  

 (１)使用船舶別の運航回数  

 船    名  運 航 系 統 航 路 距 離 運 航 期 間 運 航 回 数  

のしま７ 尾浦－鵜島－宮窪 ４．０ｋｍ 

 

R7/10/1～R8/9/30 2412 

 
くれない(臨時傭船) 尾浦－鵜島－宮窪 ４．０ｋｍ R7年10月・R8年4月 

合計 10日 69 

計     2481 

(注）１．予備船の船名は、かっこ書きとすること。  
２．運航系統の欄には、直行便、抜港便又は折返し便ごとに、それぞれの起点、 

寄港地、終点、折返し地点を記載すること。  
３．航路距離の欄には、各運航系統ごとの距離を記載すること。  

 
 (２)発着時刻表 

※日・祝 ： ⑦便運休 

※1/1～1/3： ①便および⑦便運休 

 

船 名  船舶の  
種 類  

船  
質  

進水  
年月  

船 舶  
所有者  

総ﾄﾝ数  貨物積  
載容積  

自動車航  
送に係る  
自 動 車 積
載面積  

旅客定員  
（等級別に
記 載 す るこ
と) 

主機の  
種 類  

連続最  
大出力  

航海  
速力  

 

のしま７ 
旅客 

ｶｰﾌｪﾘｰ 
軽
合
金 Ｈ27.2 シーセブン(有) 19.00ｔ  32.00㎡ ３５人 ディーゼル 356ps×2 10ﾉｯﾄ 

 
尾浦港 鵜島港 宮窪港 鵜島港 尾浦港 

 発 着 発 着 発 着 発 着 

①   07：00 07：10 07：12 07：17 07：25 07：30 07：32 07：42 

②   09：20 09：30 09：32 09：37 09：45 09：50 09：52 10：02 

③   12：30 12：40 12：42 12：47 12：55 13：00 13：02 13：12 

④   13：25 13：35 13：37 13：42 13：55 14：00 14：02 14：12 

⑤   15：45 15：55 15：57 16：02 16：10 16：15 16：17 16：27 

⑥   17：20 17：30 17：32 17：37 17：45 17：50 17：52 18：02 

⑦   18：40 18：50 18：52 18：57 19：00 19：05 19：07 19：17 
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様式第２－３  
 

航 路 整 備 計 画 書 

 

  令和 ７年 月 日  

 

 

航 路 名  尾浦 ～ 宮窪          事業者名  シーセブン有限会社   
 
  

 
 
 

経  
 
営  

 
主  

 
体  

 
の  

 
整  

 
備  

 当該航路に平行又は近  
接する航路において旅客  
定期航路事業を営む者が  
ある場合には、当該旅客  
定期航路事業者との合併  
又は当該旅客定期航路事  
業の譲り受け等事業の集  
約を行うことの要否並び  
にその実施の方法及び予  
定期日  

 

 

なし 

 当該航路に平行又は近  
接する航路において旅客  
定期航路事業を営む者が  
ある場合には、当該旅客  
定期航路事業者とする海  
上運送法（昭和24年法律  
第１８７号）第28条の協  
定等その他の調整の要否  
並びにその実施の方法及  
び予定期日  

 

 

なし 

 年    度  R8年度  R9年度  R10年度  

 起 点 尾浦港 尾浦港 尾浦港 
主 要 な 寄 港 地 鵜島港 鵜島港 鵜島港 
終 点 宮窪港 宮窪港 宮窪港 

 隻 数 1 1 1 
総 ト ン 数 19.00ｔ 19.00ｔ 19.00ｔ 

    
運 航 回 数 の 最 小 限 ７往復／日 ７往復／日 ７往復／日 
1Km当りの旅客運賃の最高限 １３３円 １３３円 １３３円 

 
（注）離島航路運営費補助を受けようとする年度以降の３年分を記載すること。  

運

航

の

基

本

的

条

件

の

整

備 
 

新 た に 取 得 す る 必 要 が あ る 場 合 に  
お い て 要 す る 資 金 の 調 達 方 法  
 

航 
 

路 
 

使

用

船

舶 
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様式第２－５        
 

事業者名 シーセブン有限会社 
航 路 名 尾浦～宮窪 航路  

 
 

離島航路３カ年計画 
(令和８年度～令和１０年度) 

 
 
 
１．国庫補助航路の経営改善に関する基本方針 
  安全運航に努め、事故防止のため日常の点検・整備・確認を確実に実施する。 
  過疎化・高齢化は進んでおり、輸送実績は減少傾向。 
  サイクリングをはじめとする レジャー客の集客が課題。 

開催される地域イベントは、収入確保のため積極的に協力・参加する。 
 
２．航路整備計画及び運航計画の改善に関する事項 
    （航路の再編、経営主体のあり方、使用船舶の代替、運航便数・ダイヤの変更等） 
     項 目          内    容 

使用船舶の代替 
ダイヤ改正など 

平成27年3月 船舶代替 
運航便数減便・ダイヤ改正については、学生の通学利用がある
ことから今年度は実施しない。 

３．収入の増加・確保に関する事項(輸送量の拡大・確保、運賃改定等) 
     項 目          内    容 

輸送量の拡大・
確保 
運賃改定 

令和元年10月1日 消費税増税に伴い運賃改定 
地域イベントは、積極的に協力・参加して収入確保。また、船員が旅
行客に島の魅力を伝えることで、リピーター客の増加を図る。SNSを
活用した情報発信を始め集客を狙う。ホームページ作成し、時刻表や
料金表、代船運航スケジュールなど周知する。 

４．経費の節減に関する事項(船員費、燃料潤滑油費、船舶修繕費等の節減) 
     項 目          内        容 

船員費 
燃料潤滑油 
船舶修繕費 

日給アルバイト1名を採用し、船員の休暇などで必要な日
数のみ出勤を依頼して経費削減しているが、雇用継続が課
題。燃費向上を目指して、回転をあげないよう注意してい
る。 

５．関係機関等との連携に関する事項 
 （港湾施設等のインフラ整備、離島活性化方策との連携等） 
     項 目           内        容 

離島活性化方策
との連携 

サイクリングイベント2024の開催時は、橋の代替交通とし
て増便して協力。 
今後も要請があれば協力する。 
 

６．今後引き続き検討すべき事項 
     項 目                  内        容 

ご利用者・収入
増のための方策
検討 
安全運航 

悪天候時は迅速かつ慎重に運航可否判断をすることを再度徹底する。 
お客様のほとんどが高齢者であることから感染症予防のため、船内の
消毒・換気は適切に行う。船員にはマスク着用と手指消毒を推奨する。 
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様式第２－２ 

 

運 航 計 画 書 

 

令和７年 月 日 

 

 

航 路 名  津島 ～ 今治      事業者名  津島渡船有限会社    

 

１．航路の起点、寄港地、終点及びこれらの距離 

  起 点 寄   港   地 終 点 合 計 

港 名 津島
ツ シ マ

        今治
イマバリ

  
 
各港間距離 
 

(km) 

          
12㎞ 

 
12㎞ 

所 要 時 間         30分 30分 

（注） 港名にはフリガナをつけること。 

 

２．航  路  図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．当該航路の起点、寄港地及び終点に寄港する他の航路（他社の航路を含む。） 

があれば、その航路を図示し、運航事業者名及び航路名を明記すること。 

２．当該航路の起点、寄港地及び終点と連絡する他の交通手段があれば、それを図 

示し、その距離及び需要状況を附記すること。 
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３．使用船舶（予備船を含む。）の明細 
 
 
 

船 名 
船舶の

種 類 

船 
質 

進水 
年月 

船 舶 
所有者 

 

総ﾄﾝ数 
貨物

積載

容積 

 
自動車航 
送に係る 
自動車積載
面積 

 
旅客定員 
（等級別 
に 記 載 す
ること。) 

主機の 
種 類 

連続最 
大出力 

航海 
速力 

 

ニュー 

おおしま2 

汽船 FRP 

昭和 
６２年 
３月 

津島渡船
(有) 19.0ｔ 5ｔ  

2等 
30名 

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 700 

馬力 

18.0ﾉｯﾄ 

            

   

  

    
 

  

       

（注）予備船の船名は、かっこ書きすること。 

 

４．運航回数及び発着時刻表 

 (１)使用船舶別の運航回数 

 船    名 運 航 系 統 航 路 距 離 運 航 期 間 運 航 回 数  

ニューおおしま２ 津島～今治 12㎞ 
令和7年10月1日 

365回 
令和8年9月30日 

     

     

     

計  12㎞  365回 

(注）１．予備船の船名は、かっこ書きとすること。 

２．運航系統の欄には、直行便、抜港便又は折返し便ごとに、それぞれの起点、 

寄港地、終点、折返し地点を記載すること。 

３．航路距離の欄には、各運航系統ごとの距離を記載すること。 

 

 (２)発着時刻表 

港  名 津  島 今  治 

往  路 8:00 8:30 

復  路 12:40 12:10 
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様式第２－３  
 

航 路 整 備 計 画 書 

 

  令和７年 月 日  

 

 

航 路 名 津島～今治            事業者名 津島渡船有限会社     
 
  

 
 
 

経  
 
営  

 
主  

 
体  

 
の  

 
整  

 
備  

 当該航路に平行又は近  
接する航路において旅客  
定期航路事業を営む者が  
ある場合には、当該旅客  
定期航路事業者との合併  
又は当該旅客定期航路事  
業の譲り受け等事業の集  
約を行うことの要否並び  
にその実施の方法及び予  
定期日  

今治市経営の津島～幸航路の運航については平成１９年４月

１日より受託運航を行なっています。 

それ以後は変化ありません。 

 当該航路に平行又は近  
接する航路において旅客  
定期航路事業を営む者が  
ある場合には、当該旅客  
定期航路事業者とする海  
上運送法（昭和24年法律  
第１８７号）第28条の協  
定等その他の調整の要否  
並びにその実施の方法及  
び予定期日  

該当せず。 

 年    度  令和８年度 令和９年度 令和１０年度 

 起 点 津島 津島 津島 

主 要 な 寄 港 地    

終 点 今治 今治 今治 

 隻 数 １隻 １隻 １隻 

総 ト ン 数 19ｔ 16ｔ 16ｔ 

    

運 航 回 数 の 最 小 限 １日１往復 １日１往復 １日１往復 

1Km当りの旅客運賃の最高限 42円50銭 42円50銭 42円50銭 

 
（注）離島航路運営費補助を受けようとする年度以降の３年分を記載すること。  

運

航

の

基

本

的

条

件

の

整

備 
 

新 た に 取 得 す る 必 要 が あ る 場 合 に  
お い て 要 す る 資 金 の 調 達 方 法  
 

航 
 

路 
 

使

用

船

舶 
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様式第２－５        
 

事業者名 津島渡船有限会社 
航 路 名 津島～今治 

 
 
 

離島航路３カ年計画 
(令和８年度～令和１０年度) 

 
 
１．国庫補助航路の経営改善に関する基本方針 
    島内人口の減少、高齢化による農業人口の減少等による、運航収入の減少はやむをえないもの 
  と思われます。輸送量の増加について方策を考えるにも、利用者の99％が島内住民及び島外へ出 
  た里帰りの人ばかりで、増やす手立てがありません。 
   収入面の改善は困難です。運航費用及び営業費用等の費用面での削減しかないものと思われま
  す。 
   結果、経営改善の方法としては、安全面を考慮しながら費用を極限まで削減するしか方法はな
  いものと思われます。 
 
 
２．航路整備計画及び運航計画の改善に関する事項 
    （航路の再編、経営主体のあり方、使用船舶の代替、運航便数・ダイヤの変更等） 

     項 目          内    容 
①航路の再編 
 
 
 
②経営主体のあり方 
 
③使用船舶の増減・代

替、運航便数・ダイヤ
の変更等 

平成１９年４月より、今治市経営の津島～幸航路を当社の受託運航と

し、共通費用の按分をはかり相当な額の赤字幅の解消に結びつけまし
た。現状維持は確保したいと思われます。 
 
当社は100％民間企業ですが、現状のままでと考えています。 
 
使用船舶は現状維持致します。運航便数については最低限の１日１往

復とし、増便は費用対効果を考え、計画はありません。 
ダイヤについて地元住民の意見を取り入れ、設定しているため現状で
は変更の計画はありません。 

 
 
 
３．収入の増加・確保に関する事項(輸送量の拡大・確保、運賃改定等) 

     項 目          内    容 
①輸送量の拡大 
 
②運賃改定 

現状では現状維持が精一杯と思われます。 
 
２０１９年１０月１日より消費税アップによる転嫁を行い運賃改定を
行いました。 
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４．経費の節減に関する事項(船員費、燃潤滑油費、船舶修繕費等の節減) 
     項 目          内        容 

 
 
燃料潤滑油費の節減 
 
 
 
 
 
修繕費の節減 
 

 
年３回の船底掃除で燃費効率を高めて消費量を削減すること。今後も仕
入業者への支払条件を少しでも改善して値下げ交渉を行っていきたいと
思っていますが、資金繰りを改善する為、支払手形サイトを少し長くし
てもらっていますので、まず支払手形サイトの改善を計ることが先決と
考えています。 
 
 
津島渡船の使用船「ニューおおしま２」（19ｔ）は老朽化により、修繕
費用がかかる為、運航時は丁寧に操船し、エンジンに負担をかけないよ
うに致します。 

 
 
 
５．関係機関等との連携に関する事項 
 （港湾施設等のインフラ整備、離島活性化方策との連携等） 

     項 目           内        容 
離島航路活性化策 島の活性化による利用者の増加など、関係機関と連携して検討したい

と考えています。 

 

 
６．今後引き続き検討すべき事項 

     項 目                  内        容 
運航資金について 
 
 

３期連続で委託運航航路が赤字、資金繰が悪化していましたが、委託運航
航路で徹底した経費削減を行い、４年連続は黒字化し少し運転資金の改善

ができたかと思われます。 
来期も黒字化を目指し運転資金の改善をはかりたいと思います。 
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１.航路の起点、寄港地、終点及びこれらの距離

２.

運 航 計 画 書

　　　様式第２－２

令和 7 年　　月　　日

航 路 名 馬島　～　波止浜 事業者名 有限会社　くるしま

起 点 寄 港 地 終 点 合　計

港 名 馬島
ウマシマ

波止浜
ハ シ ハ マ

各 港 間 距 離 2.0 0.9

小島
オ シ マ

来島
クルシマ

（㎞）

所 要 時 間 10分 5分

0.9 3.8

5分 20分

航 路 図

（注）　港名にはフリガナをつけること。

（注） １. 当該航路の起点、寄港地及び終点に寄港する他の航路（他社の航路を含む。）

があれば、その航路を図示し、運航事業者名及び航路名を明記すること。

２. 当該航路の起点、寄港地及び終点と連絡する他の交通手段があれば、それを図

示し、その距離及び需要状況を附記すること。
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旅客定員

主機の
種　類

連続最
大出力

航海
速力

(等級別

に記載す

ること。)

３.　使用船舶（予備船を含む。）の明細

船　名
船舶の
種類

船
質

進水
年月

船　舶
所有者

総㌧数
貨物積
載容積

自動車航
送に係る
自動車積
載 面 積

58 高速ディーゼル 154KW 9ノット
3月

くるしま丸 旅客船 アルミ
平成31年

㈲くるしま 19

（注）予備船の船名は、かっこ書きすること。

４.　運航回数及び発着時刻表

（１） 使用船舶別の運航回数

航路距離 運航期間 運航回数船名 運航系統

計 2,916

（注）１.予備船の船名は、かっこ書きとすること。

くるしま丸 馬島-小島-来島-波止浜 3.8 通年 1,825

〃 小島-来島-波止浜 1.8 〃

２.運航系統の欄には、直行便、抜港便又は折返し便ごとに、それぞれの起点、

寄港地、終点、折返し地点を記載すること。

３.航路距離の欄には、各運航系統ごとの距離を記載すること。

（２） 発着時刻表

1,091

△印は、12月31日～1月 3日休航

馬島(発) 小島(発) 来島(発) 波止浜(着) 波止浜(発) 来島(発) 小島(発) 馬島(着)

△7：10 △7：15

２ △7：15 △7：20 △7：25 　8：00 　8：05

１ △7：05

　8：10 　8：20

３ 　8：20 　8：30 　8：35 　8：40  10：10  10：15  10：20  10：30

 12：50  12：55５  12：00  12：10

４  10：30  10：40  10：45  10：50  11：10  11：15  11：20  11：30

６  12：55  13：00  13：05

 12：15  12：20  12：45

 14：00  14：05  14：10  14：20

７  14：20  14：30  14：35  14：40  15：40  15：45  15：50  16：00

８  16：00  16：10  16：15  16：20  16：50  16：55  17：00

９ 17：00 17：05 17：10

10

11
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様式第２－３  
 

航 路 整 備 計 画 書 

 

令和 7  年  月  日  

 

 

航 路 名 馬島 ～ 波止浜         事業者名 有限会社くるしま     
 
  

 
 
 

経  
 
営  

 
主  

 
体  

 
の  

 
整  

 
備  

 当該航路に平行又は近  
接する航路において旅客  
定期航路事業を営む者が  
ある場合には、当該旅客  
定期航路事業者との合併  
又は当該旅客定期航路事  
業の譲り受け等事業の集  
約を行うことの要否並び  
にその実施の方法及び予  
定期日  

 
 
 
 
 

なし 
 
 

 当該航路に平行又は近  
接する航路において旅客  
定期航路事業を営む者が  
ある場合には、当該旅客  
定期航路事業者とする海  
上運送法（昭和24年法律  
第１８７号）第28条の協  
定等その他の調整の要否  
並びにその実施の方法及  
び予定期日  

 
 
 
 
 

なし 

 年    度  R8年度  R9年度  R10年度  
 起 点 馬島 馬島 馬島 

主 要 な 寄 港 地 小島・来島 小島・来島 小島・来島 
終 点 波止浜 波止浜 波止浜 

 隻 数 1 1 1 
総 ト ン 数 19 19 19 

    
運 航 回 数 の 最 小 限 9.0 9.0 9.0 
1Km当りの旅客運賃の最高限 177円78銭 177円78銭 177円78銭 

 
（注）離島航路運営費補助を受けようとする年度以降の３年分を記載すること。  

運

航

の

基

本

的

条

件

の

整

備 
 

新 た に 取 得 す る 必 要 が あ る 場 合 に  
お い て 要 す る 資 金 の 調 達 方 法  
 

航 
 

路 
 

使

用

船

舶 
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様式第２－５        
 

事業者名 有限会社くるしま 
航 路 名   馬島～波止浜 

 
 

離島航路３カ年計画 
(令和８年度～令和10年度) 

 
 
 
１．国庫補助航路の経営改善に関する基本方針 
 
   経費の節減 
 
 
２．航路整備計画及び運航計画の改善に関する事項 
    （航路の再編、経営主体のあり方、使用船舶の代替、運航便数・ダイヤの変更等） 
     項 目          内    容 

使用船舶の減便 
ダイヤの変更 
 

・船員の労働時間見直し（船員法に適合して）に伴い、経費節減の為 
ダイヤを１日10便から、利用客数が少ない２便（9・10便）を減便する。 
ダイヤも変更あり9・10便がなくなり、８便（波止浜発16：50）が最終 
便となる。 
 ３．収入の増加・確保に関する事項(輸送量の拡大・確保、運賃改定等) 

     項 目          内    容 
輸送量の拡大・確保 ・島民の高齢化・過疎化が年々進行するため、島外からの旅客の増加を

図る必要がある。 
来島の来島村上海賊や小島の芸予要塞、しまなみ海道など、魅力的な観
光資源をいかして、旅客の増加について検討していきたい。 

４．経費の節減に関する事項(船員費、燃料潤滑油費、船舶修繕費等の節減) 
     項 目          内        容 

船員費 
 
船舶修繕費 

・必要最低限の人員（船員４名・うち臨時２名）で運航を行っている。
安全運航を確保する上で、これ以上の人員削減は不可能である。 
・定期的な船内点検及び、船員が対応可能な修繕については、自社でこ
まめに対応する。 

５．関係機関等との連携に関する事項 
 （港湾施設等のインフラ整備、離島活性化方策との連携等） 
     項 目           内        容 

離島活性化方策 
との連携 

・地域の小・中学生や高校生の遠足や野外活動の場として利用されてい
る。 
 

６．今後引き続き検討すべき事項 
     項 目                  内        容 

 ・今後ますます、島内の高齢化・過疎化が進むため、島外からの旅客の
利用を持続的に増加させる対策を検討する必要がある。 
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様式第２－２ 

 

運 航 計 画 書 

 

令和 ７年 月 日 

 

 

航 路 名   岡 村 ～ 今 治      事業者名  今 治 市       

 

１．航路の起点、寄港地、終点及びこれらの距離 

 起 点 寄   港   地 終 点 合 計 

港 名 
オ カ ム ラ

岡 村 
コ オ ゲ

小大下 
オ オ ゲ

 大下 宗方
ムナカタ

     
イ マ バ リ

今 治 
 

各港間

距離 

(km) 

旅客船 2.2 2.9 4.9     16.2 26.2 

ﾌｪﾘｰ 2.2 2.9      17.1 22.2 

所要 

時間 

旅客船 7分 7分 10分     34分 58分 

ﾌｪﾘｰ 12分 13分      55分 1時間20分 

（注） 港名にはフリガナをつけること。 

 

２．航  路  図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．当該航路の起点、寄港地及び終点に寄港する他の航路（他社の航路を含む。） 

があれば、その航路を図示し、運航事業者名及び航路名を明記すること。 

２．当該航路の起点、寄港地及び終点と連絡する他の交通手段があれば、それを図 

示し、その距離及び需要状況を附記すること。 
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３．使用船舶（予備船を含む。）の明細 
 
 
 

船 名 
船舶の 
種 類 

船 
質 

進水 
年月 

船 舶 
所有者 

 

総ﾄﾝ数 
貨物積 
載容積 

 
自動車航 
送に係る 
自 動 車 積
載面積 

 
旅客定員 
（等級別 
に 記 載 す
ること。) 

主機の 
種 類 

連続

最 
大出
力 

航海 
速力 

 

第二せきぜん フェリー 鋼 H15.6 今治市 179t 2.5t 233㎡ 2等135人 デ   ィー  ゼ   ル 
820 

PS 
11.0Kｔ 

とびしま 旅客船 軽 H28.11 今治市 19t 0.5t － 2等 40人 デ   ィー  ゼ   ル 
575PS

×2 
17.5Kｔ 

            

            

            

（注）予備船の船名は、かっこ書きすること。 

 

４．運航回数及び発着時刻表 

 (１)使用船舶別の運航回数 

 船    名 運 航 系 統 航 路 距 離 運 航 期 間 運 航 回 数  

第二せきぜん 岡村～小大下～大下～今治 22.2㎞ R7.10～R8.9 1,460 

と び し ま 
岡村～小大下～大下～宗方

～今治 26.2㎞ R7.10～R8.9 1,460 

     

     

     

計      2,920 

(注）１．予備船の船名は、かっこ書きとすること。 

２．運航系統の欄には、直行便、抜港便又は折返し便ごとに、それぞれの起点、 

寄港地、終点、折返し地点を記載すること。 

３．航路距離の欄には、各運航系統ごとの距離を記載すること。 

 

 (２)発着時刻表 

        別添のとおり 
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《第二せきぜん》　　フェリー便

《とびしま》 旅客船

往　路 1 2 3 4

岡 村 港 6:20 8:30 12:30 17:35

小大下港 6:27 8:37 12:37 17:42

大 下 港 6:34 8:44 12:44 17:49

宗 方 港 6:44 8:54 12:54 17:59

今 治 港 7:18 9:28 13:28 18:33

復　路 1 2 3 4

今 治 港 7:20 9:30 15:30 19:00

宗 方 港 7:54 10:04 16:04 19:34

大 下 港 8:04 10:14 16:14 19:44

小大下港 8:11 10:21 16:21 19:51

岡 村 港 8:18 10:28 16:28 19:58

今治市営船舶

◎　上記の運航時間は荒天等により欠航した場合、出航時刻を変更して運航することがあります。

岡 村 港 9:25 ●▲■ 13:20▲■ 16:05 ●▲■   19:10

備　考

小大下港 ― ▲■    13:07 15:53 ▲■ 18:57▲

大 下 港 ― ▲■    12:55 15:40 ▲■ 18:45▲

今 治 港  ●▲■ 8:25 ●▲■ 12:00▲■ 14:45 ▲■ 17:50▲

復　路 1 2 3 4

今 治 港 8:10 10:55  ■   14:30　● 17:35

大 下 港 7:15 10:00 ― 16:40

小大下港 7:02 9:47 ― 16:27

岡 村 港 6:50 9:35 13:30 16:15

運航回数及び発着時刻表

往　路 1 2 3 4
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様式第２－３  
 

航 路 整 備 計 画 書 

 

令和７年 月 日  

 

 

航 路 名   岡村～今治         事業者名  今 治 市        
 
  

 
 
 

経  
 
営  

 
主  

 
体  

 
の  

 
整  

 
備  

 当該航路に平行又は近  
接する航路において旅客  
定期航路事業を営む者が  
ある場合には、当該旅客  
定期航路事業者との合併  
又は当該旅客定期航路事  
業の譲り受け等事業の集  
約を行うことの要否並び  
にその実施の方法及び予  
定期日  

 平成24年10月1日に航路再編を実施。 

現在のところ予定なし。 

 

 当該航路に平行又は近  
接する航路において旅客  
定期航路事業を営む者が  
ある場合には、当該旅客  
定期航路事業者とする海  
上運送法（昭和24年法律  
第１８７号）第28条の協  
定等その他の調整の要否  
並びにその実施の方法及  
び予定期日  

 宗方港～今治港間サービス基準(6往復)については、平

成24年7月1日締結済み運輸協定により充足しており、今後

も運輸協定に基づき、下記の運航回数を確保する。 

 ・今治市        旅客船  4往復 

・大三島ブルーライン㈱ フェリー 2往復 

 年    度  Ｒ8年度 Ｒ9年度 Ｒ10年度 

 起 点 岡村港 岡村港 岡村港 

主 要 な 寄 港 地 小大下港･大下港･宗方港 小大下港･大下港･宗方港 小大下港･大下港･宗方港 

終 点 今治港 今治港 今治港 

 隻 数 2 2 2 

総 ト ン 数 198 198 198 

    

運 航 回 数 の 最 小 限 1日 8回 1日 8回 1日 8回 

1Km当りの旅客運賃の最高額 68円18銭 68円18銭 68円18銭 

 
（注）離島航路運営費補助を受けようとする年度以降の３年分を記載すること。  

運

航

の

基

本

的

条

件

の

整

備 

 

新 た に 取 得 す る 必 要 が あ る 場 合 に  

お い て 要 す る 資 金 の 調 達 方 法  

 

航 
 

路 
 

使

用

船

舶 
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様式第２－５        
事業者名  今治市   
航 路 名  岡村～今治 

 
 

離島航路３カ年計画 
(令和８年度～令和10年度) 

 
 
１．国庫補助航路の経営改善に関する基本方針 
 
 近年の過疎化等による輸送人員の減少、燃料価格の高騰等により厳しい経営状況にある中、
離島航路事業者として、関前諸島に暮らす離島住民の生活の安定及び向上に資するため、平
成２４年３月策定の航路改善計画に基づき、平成２４年１０月に航路再編を実施したところ
である。 

引き続き、関前地域住民にとって、重要な生活航路である当航路を将来に渡り安定的に維持
するため、経営改善方策並びに今後の航路運営手法について検討すると共に、地域資源を活用
した新たな需要の喚起により、観光客をはじめ地域外需要を取り込み、当地域の活性化を図
ることで、より効率的で持続性のある航路運営への転換を図っていくものとする。 
 
２．航路整備計画及び運航計画の改善に関する事項 
    （航路の再編、経営主体のあり方、使用船舶の代替、運航便数・ダイヤの変更等） 
     項 目          内    容 

 

航路の再編 

 

 

 

 

 

 

経営主体 

 

 

使用船舶 

 

 

運航便数 

 

 

 

 

 

 

 

ダイヤ 

 

 

 

 

 

 

平成２４年１０月１日航路再編実施済み。 

・同一海域を V字運航している大三島ブルーライン航路との 

非効率な運航を是正。 

・旅客船の宗方港寄港及び今治行き２便増便による利便性の 

向上。 

 

 

 現行のとおり 

 

 

 フェリー･･･現行のとおり 

旅客船･････現行のとおり 

 

 現行のとおり 

 

・フェリー 変更なし 岡村港-今治港 ４便 

 

  ・旅客船  変更なし 岡村港-今治港 ４便 
                  

 

 

平成２９年２月１日、別紙ダイヤに変更。 

 

30



３．収入の増加・確保に関する事項(輸送量の拡大・確保、運賃改定等) 
     項 目          内    容 

 

輸送量の拡大・確保 

 

 

 

 

 

 

 

運賃改定 

 

 

瀬戸内しまなみ海道は、平成28年度に日本遺産に認定された日本

最大の海賊「村上海賊」の本拠地である芸予諸島を通り、加えて世

界でも指折りのサイクリングコースとして国内外からも注目されて

おり、近年認知度が高まっている。関前地域は安芸灘とびしま海道 

の玄関口であり、瀬戸内しまなみ海道と安芸灘とびしま海道を結ぶ

航路としてアピールするとともに、定期航路においてサイクルーズPA

SSによりサイクリスト等を誘致することで、当地域の活性化並びに観

光客誘致等の取り組みを図る。 

・旅客運賃及び自動車航送運賃  

消費税引き上げを除き、当面の間据え置く方針。 

他に公共交通機関のない当地域において生活航路としての

役割が大きいため。 

・特殊手荷物(自転車、原付、自動２輪)運賃  

２割程度値上げの予定。 

航路再編に伴い、同一の運航区間を有する大三島ブルーライ

ン航路との運賃格差について段階的に解消を図る。 

 ・サイクルーズPASS及びせとうちcamperクルーズ割引の実施 

    サイクリング利用割引に加え、平成29年4月より新たにキャ

ンピングカー割引を実施し、旅客船の利用促進に繋げるこ

とにより、島嶼部を含む瀬戸内海の地域振興並びに旅客船

事業の持続的な発展を図ろうとするものであり、引き続き

参加する。 

 
４．経費の節減に関する事項(船員費、燃潤滑油費、船舶修繕費等の節減) 
     項 目          内        容 

 

経費の節減 

 

船舶機関整備計画に基づき、計画的な部品交換等整備を行うことに

より、燃費悪化の防止並びに船舶の長寿命化を図るとともに、機関の

故障による事故等を事前に防ぎ、燃料潤滑油費、修繕費等を抑制する。 

 
５．関係機関等との連携に関する事項 
 （港湾施設等のインフラ整備、離島活性化方策との連携等） 
     項 目           内        容 

 

港湾施設等の整備 

 

 

 

 

 

離島活性化方策と

の連携 

  

大型連休、お盆、年末年始等の繁忙期における待車場の混雑解消

のため、待車場の整備拡充について関係機関等との協議を進める。 

 また、平成 28年 7 月末の今治港「みなと交流センター」新設に伴

い、利用桟橋を変更したことにより利用者の利便性を高めるととも

に、市街地への効率的な動線確保につなげ、地域の活性化を図る。 

 

航路再編による岡村港-宗方港航路の新設に伴い、しまなみジャ

パン（旧：瀬戸内しまなみ海道振興協議会）並びに安芸灘とびし

ま海道連携推進協議会と連携を密にし、観光客等への情報発信力を

高め、新たな需要を喚起する。また、住民による特産品の開発、喫

茶店開店等の活動及びホームページを活用した地元ＰＲとも連携

し、当地域への観光客の誘致を図る。 
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６．今後引き続き検討すべき事項 
     項 目                  内        容 

 

航路の再編・運航 

便数・ダイヤ 

 

 

 

使用船舶の代替 

 

 

 

 

 

経営主体 

 

 

 

 

運賃改定 

 

 

 

 

 

航路の存続 

 

当面の間、現行の便数を確保する方針であるが、運航実績及び本

四高速の料金体系、利用状況等本航路に及ぼす影響に鑑み、利用実

態及び事業環境の変化に応じ、減便や航路再編を検討する。 

 

 

平成 27 年 7 月に策定された航路改善計画【追記】に基づき、定期

航路にとって安全運航が最優先課題であり、安全運航体制の維持に

加え、船舶維持コストの抑制を図る上で、就航から 20 年以上経過

し老朽化が著しかった旅客船の更新を平成29年2月に行ったため、 

当面は現行の船舶を使用する。 

 

 

航路再編及びフェリーの代替船舶の建造手法と合わせ航路改善

計画に基づき、大三島ブルーライン航路との１社経営統合について

検討する。 

 

 

旅客運賃及び自動車航送運賃については、当面の間据え置く方針

であるが、近隣の離島航路の運賃と比べ安価な設定となっているため、

今後、消費税引き上げ時期に合わせ、運賃の値上げ等運賃水準の適正

化について検討する。 

 

 

安芸灘架橋の開通により、岡村島から本州側へ陸路でのアクセスが

可能となったが、本州側への生活交通バス路線等の陸上公共交通は

なく、依然、生活圏は四国本土側である。 

通勤、通学者及び高齢者をはじめ関前地域住民にとって重要な

生活航路である当航路を将来に渡り安定的に維持するため、愛媛県

地域交通活性化推進会議の中で関係各位のご意見を仰ぎながら

航路を運営していくものとする。 
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様式第２－２  
 

運 航 計 画 書  

 

令和 ７ 年   月  日  

 

 

航 路 名  大島～黒島          事業者名  新居浜市          

 
１．航路の起点、寄港地、終点及びこれらの距離  

  起 点  寄   港   地  終 点  合 計  

港 名  大島
オオシマ

        黒島
クロシマ

  

各港間距離 

(km) ２．５㎞ ２．５㎞ 

所 要 時 間 １５分 １５分 

（注） 港名にはフリガナをつけること。  

 

２．航  路  図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．当該航路の起点、寄港地及び終点に寄港する他の航路（他社の航路を含む。） 

があれば、その航路を図示し、運航事業者名及び航路名を明記すること。  

２．当該航路の起点、寄港地及び終点と連絡する他の交通手段があれば、それを図 

示し、その距離及び需要状況を附記すること。  

黒島港 
瀬戸内バス「黒

島線」で、新居

浜駅経由、新居

浜西バスター

ミナルまで接

続。 
 
ｷﾛ程 16.5 ㎞ 
運行回数 7.9 回 
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３．使用船舶（予備船を含む。）の明細  
 
  

船 名  
船舶の  
種 類  

船  
質  

進水  
年月  

船 舶  
所有者  

 
総ﾄﾝ数  

貨物積  
載容積  

 
自動車航  
送に係る  
自動車積
載面積  

 
旅客定員  
（等級別  
に記載す
ること。) 

主機の  
種 類  

連続最  
大出力  

航海  
速力  

 

おおしま７ 
旅客船兼 

自動車航

送船 

鋼

船 

H23年

8月 
新居浜市 

188 

ﾄﾝ 
 112㎡ 146名 

ﾃﾞｨｰｾﾞ

ﾙ 

850 

PS 

8.5 

ﾉｯﾄ 

くろしま 
旅客船兼 

自動車航

送船 

鋼

船 

H14年

10月 

新居浜

市 

19 

ﾄﾝ 
 69.3㎡ 169名 

ﾃﾞｨｰｾﾞ

ﾙ 

685 

PS 

8.0 

ﾉｯﾄ 

            

            

            

（注）予備船の船名は、かっこ書きすること。  

 

４．運航回数及び発着時刻表  

 (１)使用船舶別の運航回数  

 船    名  運 航 系 統 航 路 距 離 運 航 期 間 運 航 回 数  

おおしま７ 大島～黒島 ２．５㎞ R7.10.1～ 
R8.9.30 

2,920.5回 
76回（危険物） 

くろしま 大島～黒島 ２．５㎞ R7.10.1～ 
R8.9.30 1,825回 

     

     

     

計     4,821.5回 

(注）１．予備船の船名は、かっこ書きとすること。  
２．運航系統の欄には、直行便、抜港便又は折返し便ごとに、それぞれの起点、 

寄港地、終点、折返し地点を記載すること。  
３．航路距離の欄には、各運航系統ごとの距離を記載すること。  
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 (２)発着時刻表 

   ①通常運航時刻表 

便 大島発 黒島着 黒島発 大島着 

1 06:20 06:35 06:45 07:00 

2 07:10 07:25 07:40 07:55 

3 08:15 08:30 08:40 08:55 

4 09:15 09:30 09:40 09:55 

5 10:15 10:30 10:40 10:55 

6 11:15 11:30 11:40 11:55 

危 12:05 12:20 12:30 12:45 

7 13:05 13:20 13:30 13:45 

8 14:05 14:20 14:30 14:45 

9 15:15 15:30 15:40 15:55 

10 16:15 16:30 16:40 16:55 

11 17:15 17:30 17:40 17:55 

12 19:15 19:30 19:40 19:55 

13 21:00 21:15 21:25 21:40 
         ※危険物専用便は、①毎週木曜日。祝祭日にあたる場合は翌日、②毎月7日及び21日。 

木曜日若しくは祝祭日にあたる場合は翌日に運航。 

※緊急車両の搬送は、定期運航時間外については臨時貸切運航にて対応。  

 

   ②市指定無形民俗文化財「とうどおくり」（成人の日）実施日の運航時刻表  
    

便 
大島発 黒島着 黒島発 大島着 

0    05:30 05:45 

1 06:20 06:35 06:45 07:00 

2 07:10 07:25 07:40 07:55 

3 08:15 08:30 08:40 08:55 

4 09:15 09:30 09:40 09:55 

5 10:15 10:30 10:40 10:55 

6 11:15 11:30 11:40 11:55 

7 13:05 13:20 13:30 13:45 

8 14:05 14:20 14:30 14:45 

9 15:15 15:30 15:40 15:55 

10 16:15 16:30 16:40 16:55 

11 17:15 17:30 17:40 17:55 

12 19:15 19:30 19:40 19:55 

13 21:00 21:15 21:25 21:40 
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様式第２－３  
 

航 路 整 備 計 画 書 

 

    令和７年  月  日  

 

 

航 路 名  大島～黒島          事業者名  新居浜市         
 
  

 
 
 

経  
 
営  

 
主  

 
体  

 
の  

 
整  

 
備  

 当該航路に平行又は近  
接する航路において旅客  
定期航路事業を営む者が  
ある場合には、当該旅客  
定期航路事業者との合併  
又は当該旅客定期航路事  
業の譲り受け等事業の集  
約を行うことの要否並び  
にその実施の方法及び予  
定期日  

該当なし 

 当該航路に平行又は近  
接する航路において旅客  
定期航路事業を営む者が  
ある場合には、当該旅客  
定期航路事業者とする海  
上運送法（昭和24年法律  
第１８７号）第28条の協  
定等その他の調整の要否  
並びにその実施の方法及  
び予定期日  

該当なし 

 年    度  Ｒ８年度  Ｒ９年度  Ｒ１０年度  
 起 点 大島 大島 大島 

主 要 な 寄 港 地 － － － 
終 点 黒島 黒島 黒島 

 隻 数 ２ ２ ２ 
総 ト ン 数 ２０７トン ２０７トン ２０７トン 

 － － － 
運 航 回 数 の 最 小 限 １日１３回 １日１３回 １日１３回 
1Km当りの旅客運賃の最高限 ２４円 ２４円 ２４円 

 
（注）離島航路運営費補助を受けようとする年度以降の３年分を記載すること。  

 

運

航

の

基

本

的

条

件

の

整

備 
 

新 た に 取 得 す る 必 要 が あ る 場 合 に  
お い て 要 す る 資 金 の 調 達 方 法  
 

航 
 

路 
 

使

用

船

舶 
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様式第２－５ 
 

事業者名  新居浜市 
航 路 名  大島～黒島 

 
 

離島航路３カ年計画 
(令和８年度～令和１０年度) 

 
 
 
１．国庫補助航路の経営改善に関する基本方針 
 

 本市唯一の離島である大島住民の生活の足としての利便性の確保を図りながら、収入
の確保、経費の節減等を行うことにより、効果効率的な経営を行う。 

 
２．航路整備計画及び運航計画の改善に関する事項 
    （航路の再編、経営主体のあり方、使用船舶の代替、運航便数・ダイヤの変更等） 
     項 目          内    容 

航路の再編、経営主
体のあり方 

 
使用船舶の代替 
 
運航便数・ダイヤの
変更 

現状のとおり。 
 
 
３か年中の変更予定なし。 
 
令和５年１０月に１日１５便から１３便に変更した。 

３．収入の増加・確保に関する事項(輸送量の拡大・確保、運賃改定等) 
     項 目          内    容 

輸送量の拡大・確保 
 
 
 
 
 
 
運賃改定 

大島島民の人口は減少傾向にあるが、新規需要開拓により大島を訪れ
る方の増加を目指す等、利用客を拡大・確保する方策を検討しており、
まずはホームページを通じ農産品や景観など、島の魅力を発信するこ
とで利用客の増加を図っていく。 
また、地域おこし協力隊と連携し、地域ブランド七福芋（白いも）の

ＰＲを支援するなど、島外者の誘客に繋げる。 

 
３か年中において、変更に向けた調査・検討を行う。 

４．経費の節減に関する事項(船員費、燃潤滑油費、船舶修繕費等の節減) 
     項 目          内        容 

経費の節減 効率的な人員配置、大・小２隻の船舶の併用等による燃料等の経費節
減及び計画的な船舶整備による船舶の長寿延命化と修繕費等の節減
を図り、船員の時間外勤務手当の削減に努める。 

５．関係機関等との連携に関する事項 
 （港湾施設等のインフラ整備、離島活性化方策との連携等） 
     項 目           内        容 

港湾施設等の整備 
 
離島活性化方策と
の連携等 

港湾管理者と協議しながら、必要に応じて整備を検討する。 
 
新居大島地域振興計画において、現行の便数、運航時刻等の航路体制
の見直しを図ることとしている。 
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６．今後引き続き検討すべき事項 
     項 目                  内        容 

「くろしま」延命 
計画による修繕及
び新造船の検討 
 
架橋についての調
査検討 

「くろしま」建造から２０年以上経過しており、今後延命をさせるた
めに大規模な修繕・整備を計画的に取り組む。また、新造船建造に向
けた検討を行う。 
 
将来の離島航路のあり方を考慮しながら、長期的視点で架橋について
調査検討を行う。 
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愛媛県地域交通活性化推進会議委員名簿

区分 役職等 氏名 備考

愛媛大学社会共創学部 教授 松村　暢彦 会長

松山大学法学部 准教授 甲斐　朋香

一般社団法人愛媛県バス協会 専務理事 松本　真一

一般社団法人
愛媛県ハイヤー・タクシー協会 専務理事

谷口　政賀津

愛媛県旅客船協会 会長 清水　一郎

四国旅客鉄道㈱ 愛媛企画部長 窪　　仁志

伊予鉄道㈱ 代表取締役専務取締役 河野　智臣

愛媛県商工会議所女性会連合会 理事 中村　敬子

㈱まちづくり松山 代表取締役 加戸　慎太郎

愛媛県私鉄労働組合連合会 会長 宮﨑　　司

全日本海員組合愛媛支部 支部長 清水　　駿

愛媛県社会福祉事業団 常務理事 菅　隆章

愛媛県社会福祉協議会 常務理事 山本　泰士

公募委員 岡本　幸一

公募委員 横手　裕子

公募委員 秋山　隆重

四国運輸局愛媛運輸支局長 山下　文明

伊予市長（県市長会会長） 武智　邦典

今治市長 徳永　繁樹

久万高原町長（県町村会会長） 河野　忠康

愛媛県企画振興部長 山名　富士 副会長

（委員21名）

公共
交通

利用者

関係
行政
機関

Ｒ7.4.1現在

学識
経験者

交通
事業者
団体

鉄道
会社

地域
づくり
団体

労働者
団体
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